
 

 

 

 

 

 

家 庭 児 童 相 談 室 の ご 案 内 
 

 

 

家庭児童相談室は、家庭の問題や子どもの問題について相談できる場所で

す。親の不安や心配が、子どもの成長に大きく影響を与えることがあります。

親がゆとりをもって子育てをすることにより子どもは健やかに育つものです。 

家庭相談員が相談に応じます。気になることがありましたら、どんなこと

でも気軽に相談室を利用してください。 
 

  
お も な 相 談 内 容 

  

    

  

・乳幼児の発達やしつけに関すること 

 

・性格や行動に関すること 

 

・不登校・対人関係・いじめ・暴力など、学校生活に関すること 

 

・親子兄弟など家族関係の悩み 

 

・盗み・夜遊び・家出など、非行に関すること 

 

・養育に関する悩みや福祉に関すること  

  

・児童虐待に関すること  

 

 

 
＊場 所：御殿場市役所福祉事務所  

子育て支援課（市役所東館１階） 

家庭児童相談室 

 

＊実施日：月 曜 日 ～ 金 曜 日 

午前９時 ～ 午後４時 

 

＊問い合わせ先：0550–82–4028（直通） 

（不在時は子育て支援課 0550-82-4124） 
 

 

 

 

＊虐待かも？と思ったら 
 

〇市 家庭児童相談室 （0550-82-4028/4124）平日 午前 9時～午後 4時 または 

〇189(いちはやく) 全国共通専用ダイヤル ３６５日、２４時間対応 

 

※間違っていても問題はありません。匿名で OKです。 


